
マルカカード会員規約 

 

 

１. 本規約の目的  

本規約は、株式会社丸久（以下「当社」という）が発行する「マルカ」および「マルカプラス」（以

下「マルカ」という）並びに当社が提供する「デジタルマルカ」（以下「マルカ」と「デジタルマル

カ」を併せて「マルカ等」という）について規定するものであり、会員がマルカ等を利用するにあた

り本規約が適用されるものとします。なお、マルカ等のサービスに付随または関連して当社またはマ

ルカ加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはマルカ加盟店が別に定める

規約が適用されるものとします。 

２. 定義 

（１）マルカ、マルカプラス、デジタルマルカ 

マルカとは、当社が会員に対して発行するマルカマネーの機能を搭載したカードをいい、マル

カプラスとは、満 60 歳を迎えた会員に対して発行するマルカマネーの機能を搭載したカード

をいいます。デジタルマルカとは当社が提供するスマートフォンアプリ「丸久アプリ」（以下

「アプリ」という）上で発行される、マルカマネーの機能を搭載した電子的なカードをいいま

す。 

（２）会員 

会員とは、本規約を承認の上、当社に入会申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。 

（３）マルカ加盟店 

マルカ加盟店とは、当社とマルカ加盟店契約を締結し、マルカマネーサービスの利用により、

会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。 

（４）ポイントカード加盟店 

ポイントカード加盟店とは、当社とポイントカード加盟店契約を締結し、商品の販売や役務の

提供に応じてポイントを付与するものをいいます。 

（５）マルカマネー 

当社が発行したマルカ等またはマルカ等と関連づけて当社サーバーに記録される金銭的価値

を証するものをいいます。 

（６）ポイント 

ポイントとは、当社店舗、マルカ加盟店およびポイントカード加盟店において、レジにて精算

時にマルカ等を提示されることにより加算される数字で、累積数が一定数になると、お買物券

が発行されるものをいいます。 

３. カードの貸与とマルカ等の取扱 

（１）当社は、原則会員１名につき、１枚のマルカを発行し貸与するものとします。その場合、物理

カードの所有権は当社に属します。 

（２）会員は、マルカを貸与された時は、直ちにマルカの署名欄にサインを行い、会員管理の下、マ

ルカを利用し、保管するものとします。 

（３）マルカは署名欄にサインされた会員本人のみが利用できるものとし、他人への貸与･譲渡など

は一切できないものとします。 

（４）デジタルマルカはアプリで会員登録した本人のみが利用できるものとし、他人への貸与･譲渡



などは一切できないものとします。 

（５）会員は、マルカ等の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできない

ものとします。 

（６）アプリで会員登録をされた場合は、物理カードの発行はされません。 

４. 届出事項の変更 

（１）会員は、住所、氏名、電話番号等の変更があった場合は、速やかに当社所定の手続きを行うも

のとします。 

（２）会員は、前項の変更届出を怠った場合に、当社からの案内、その他送付書類が延着または未着

となっても異議ないものとします。 

５. マルカ等の紛失・盗難 

（１）会員は、マルカを紛失したり盗難にあった場合、直ちに当社所定の方法で申し出て、所定の手

続きを行なうものとします。 

（２）会員がマルカの紛失・盗難を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間

を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、第三者に

より不正利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責

任を負わないものとします。 

（３）前２項は、デジタルマルカを利用する携帯端末及びその他の機器（以下「携帯端末等」という）

の紛失、盗難、不正利用等があった場合にも適用されるものとします。 

６. マルカ等の再発行 

（１）マルカの紛失・盗難・毀損・滅失等の理由により会員がマルカの再発行を希望した場合に当社

所定の申込用紙を提出し再発行するものとします。この場合、会員は当社所定の発行料を支払

うものとします。 

（２）デジタルマルカを利用する携帯端末等の紛失、盗難等の理由により会員がデジタルマルカの再

発行を希望した場合は当社所定の手続きで再発行するものとします。 

７. マルカ等の利用ができない場合 

会員は、次のいずれかの場合においては、当社およびマルカ加盟店がマルカ等およびこれに付随また

は関連して提供するサービスの全部または一部の利用ができない事をあらかじめ承諾するものとし

ます。 

（１）マルカマネーの機能を提供するシステムに故障が生じた場合またはシステム保守管理等のた

めにシステムの全部もしくは一部を休止する場合。 

（２）マルカ等の破損、または当社直営店もしくはマルカ加盟店の機器の故障停電その他の事由によ

る使用不能の場合。 

（３）その他やむを得ない事由のある場合。  

８. 退会・会員資格の喪失および利用停止等 

（１）会員の都合により退会する時は、当社所定の届出をするとともに、マルカの返却、アプリの登

録解除等、退会手続を行うものとします。 

（２）会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものと

します。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるマルカ等の利用を直ちに中

止させることができるものとします。 

① マルカ等、ポイントまたはマルカマネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。 



② マルカ等、ポイントまたはマルカマネーを不正に使用・利用した場合。 

③ 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合（記載時においては事実と合致していたが、

その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされな

い場合を含みます）。 

④ その他、会員が本規約またはマルカ等に付随または関連して提供するサービスに関して当

社もしくはマルカ加盟店が定める規約に違反した場合。 

⑤ 上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。 

（３）利用者が死亡した場合、会員資格を喪失するものとします。 

（４）前項の場合、会員であった者（またはその遺族）は、当社の指示に従い、マルカの返却、アプ

リの登録解除等、退会手続きを行うものとします。 

９. 反社会的勢力の排除 

会員は、暴力団員（暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます）、暴力団準構成

員、総会屋、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団、またはこれらの共生者、その他これ

らに準ずる者（以下総称して「暴力団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれ

にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。 

② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること。 

③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

10. マルカ等のサービス提供 

（１） 会員は、当社直営店およびマルカ加盟店でマルカ等を利用してサービスの提供を受けること

ができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・たばこ･マ

ルキュウらくらく便でお買上の商品・その他当社およびマルカ加盟店が別途定める一部商品

について、利用を制限する場合があります。 

（２） 一部対象とならない売場があります（委託催事、自販機などのマルカ対応レジにて精算を行

わない売場、マルカ等に加盟していない直営以外の店舗内テナント）。 

（３） 会員が当社直営店およびマルカ加盟店においてマルカ等を利用してサービスの提供を受ける

場合に利用できるマルカ等は、１枚に限ります。また、マルカ等とその他カードおよびクレ

ジットとの併用はできないものとします。 

（４） 会員は、当社およびマルカ加盟店が提供する付帯サービスおよび特典利用に関する規約があ

る場合は、それに従うものとします。 

11. マルカプラスへの移行 

満 60 歳を迎えた会員は、当社所定の届出を行った上でマルカプラスへ移行できるものとします。 

12. 個人情報の収集・利用 

会員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に当社に届け出た事項およびマルカ等

のサービス利用履歴等の情報（以下「個人情報」という）を、当社が別に定める「マルカ個人情報

の取扱いに関する重要事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行った

うえで当社、子会社、関連会社および提携会社等が収集・利用することに同意するものとします。

なお、入会時に提出された申込書は、当社の責任において管理を行い返却は行わないこととします。 



●当社、子会社、関連会社および提携会社 

 当社のホームページ（https://www.mrk09.co.jp）で公表しております。 

13. 規約の変更 

当社は、当社およびマルカ加盟店の店舗内での掲示、当社ホームページへの掲載その他当社所定の

方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものと

します。なお、当社が変更内容を告知した後、会員がマルカ等を利用したとき、または告知以後異

議なく 1 ヶ月経過した時は、変更内容を承諾したものとします。 

14. マルカ等のサービスの終了 

当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、当社

およびマルカ加盟店がマルカ等およびこれに付随または関連して提供するサービスを全面的に終

了することができるものとします。 

（１） 社会情勢の変化。 

（２） 法令の改廃。 

（３） その他当社のやむを得ない都合による場合。 

15. 通知の到達 

当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当社は会員から届けら

れた住所に宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかっ

たとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。 

16. 業務委託 

当社は、本規約に基づくマルカ等のサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託す

ることができるものとします。 

17. 準拠法 

会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法によるものとします。 

18. 合意管轄裁判所 

会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社所在地を

管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承

諾するものとします。 

19. お問合せ窓口 

会員規約に関するお問合は、当社のホームページ（https://www.mrk09.co.jp/card/toiawase.html）

記載の問合せ先または下記の当社カードセンターまでご連絡ください。 

株式会社丸久 カードセンター 

ＴＥＬ 0835－25－0909（9：00～18：00） 


